近畿高等学校種目別体育大会開催基準要項

１　主　旨
　　　近畿高等学校生徒に広くスポーツの機会を与え心身ともに健康な高等学校生徒を育成すると共に相互の親睦をはかるものである。
２　主　催
（1） 近畿高等学校体育連盟及び大会開催府県教育委員会
（2） その他、府県、市町村などを加えることができる。
３　後援および主管
（1） 大会の後援は、大会開催府県教育委員会以外の近畿各府県教育委員会及び大会関係競技種目別団体などを加えることができる。
（2） 大会の主管は、大会開催府県高等学校体育連盟種目別専門部とする。
４　大会の開催
（1） 大会は毎年１回開催する。
（2） 大会の開催地は、近畿各府県理事長・事務担当者会議において調整し、２年前の理事会において決定する。
　　　　　　　 ただし、各種目の開催地順序は別に定める。
（3） 大会開催地の変更は原則として認めない。
止むを得ない理由で変更を希望する場合、当該府県会長の了承を得た後、専門部代表者による文書にて会長あて申請し、理事会の承認を得なければならない。
５　大会開催の期間
学業に支障のない期間中に実施するよう配慮し、大会は２日間を原則とする。
ただし、種目の特性により現在認められている種目以外で、天候異変等による理由で大会期間を延長する場合には事前に事務局に申し出をすると共に会長あて申請する。その後、近畿各府県理事長・事務担当者会議において審議をし、理事会において承認を得なければならない。（承認の効力は当該年度のみとする）
６　競技の運営
　　　各競技の運営は、本連盟関係種目専門部がこれにあたる。
７　大会の規模
（1） 競技種目は、本連盟が設ける専門部35種目とする。
陸上競技・ソフトテニス・バレーボール・水泳・卓球・ハンドボール・
バスケットボール・柔道・バドミントン・剣道・自転車・テニス・ソフトボール・
相撲・登山・弓道・※ローイング・体操・スキー・サッカー・ラグビー・
ウエイトリフティング・レスリング・フェンシング・アーチェリー・ホッケー・
空手道・ボクシング・なぎなた・少林寺拳法・ヨット・駅伝・カヌー・
ライフル射撃・軟式野球（定通部扱い）

※ボートから変更
（2） 競技方法は、各種目専門部においてこれを定める。
（3） 各競技の参加人員は、大会期間に競技が終了することを限度とする。
８　参加者
（1） 参加者は、府県高等学校体育連盟に加盟している高等学校及び府県高等学校体育連
盟が特に認めた学校の生徒で、当該競技要項により大会参加の資格を得たものとする。
（2） 出場する選手は、在学する学校長の出場認知書ならびに健康診断書を必要とする。
ただし、健康診断書については、当分の間専門部の実情による。
９　大会役員は、別紙大会役員編成例に準じて編成する。
10　各種目の実施要項
（1） 実施する競技種目別専門部で作成する。
（2） 競技種目の実施要項に記載する内容は、次のとおりとする。
　　　　　ア　実施期日　　イ　会場　　ウ　競技規程と方法　　エ　参加資格
　　　　　オ　参加人員（監督を含めたチームの人員）　　カ　申込方法
　　　　　キ　申込様式　　ク　その他
11　参加申込
種目毎に府県大会において選抜または選考されたものを申込むとともに、府県高等学校体育連盟事務局にも申込み状況を報告すること。
12　大会の式典
開閉会式は、種目毎開催会場で行う。
13　表　彰
各種目共上位入賞者に賞状を授与する。
14　大会の経費
本連盟補助金、主催団体補助金（負担金）、大会参加費、他団体共催補助金等でまかなう。
15　大会関係文書の発行について
（1） 本連盟会長名を使う文書については、公文書を作成の上、本連盟事務局に提出をし、公文書番号付きの文書が返送されたら、発送文書を発送すること。
（2） 本連盟会長名と専門部代表者名を連名する場合も専門部公印と本連盟会長印を
省略できる。
その場合「公印略」という文字を入れること。
　　　（３） 公文書の下段に本件の問合せ先を記載しておくこと。
16　その他
　　　　　　　ア　事業計画を変更した場合は、直ちに近畿高体連事務局に届け出ること。
　　　　　　　イ　次の事項を厳守すること。
（1） 大会前に大会要項を各府県高体連事務局並び近畿高体連事務局に送付すること。
（2） 大会終了後は、報告書（成績・収支決算書・プログラム）を各府県高体連事務局に送付し、各府県高体連事務局は近畿高体連事務局へ送付すること。　　　
